
総会と講演会のご案内
　在韓被爆者問題市民会議の総会及び講演会を行いますので皆様の参加をお願いします。
◎総　会　2008年６月27日（金）18時より18時半まで
　1988 年５月 20 日『在韓被爆者問題市民会議』設立総会が行われました。それから 20 年がたちました。不定期
ながら会報も 50 号を発行してきました。しかし残念ながら創立メンバーの一人である中島竜美は、本年１月鬼籍
に入りました。20 年の間に、裁判での勝利判決など大きな成果も手に入れることもできました。
しかしながら問題は解決されたわけではありません。本年 3月には北米被爆者の会の友沢会長、５月には在ブラ
ジル原爆被害者協会の森田会長が来日されました。お二人の来日は三菱徴用工最高裁判決にもとづく国賠や手帳
取得の際の来日要件や手当を巡っての問題など多くの問題残っていることを意味しております。
　公明党・自民党で構成される与党 PTは衆議院に援護法改正案を提出しました。参議院選挙の結果、衆参の与
野党逆転によってこの動きがどのようになるかわかりませんが、今後とも継続的に在外被爆者の皆さんの要求が
実現するよう他団体とも連携して運動していきたいと思います。

◎講演会　2008年６月27日（金）18時半より20時半まで
　講　師　内藤雅義 氏（弁護士）　テーマ「戦争被害受忍論と在外被爆者問題」

　戦争被害の受忍政策は、国家の戦争遂行、国家の存立の方が、国民（個人）の人権よりも高い価値があるとす
る前提に立つものである。また、外国人戦争被害補償の切り捨ても、国家の枠内に人権を閉じこめようとするこ
との延長線上にある。
　これを少しずつ突き破ってきたのが、在外被爆者問題であった。政府は、被爆者立法に国籍条項のないことを
認識していたため、社会補償の枠内にとどめようとし、更に 402 号通達を出すなどしてきた。立法を前提という
条件はあるにせよ、孫振斗訴訟から、三菱徴用工最高裁判決まで、在外被爆者問題が提起した議論の戦後補償に
持つ意義は大きい。
　国家を超えた個人・人権の視点から、在外被爆者問題、戦後補償問題、そして、平和を、ともに考えたい。（内藤記）

会　場　エポック 10（男女平等推進センター）
研修室１　（総会・講演会は同じ会場です。）　
借用名称　『豊友会と手をつなぐ会』
資料代　500 円

主　催

在韓被爆者問題市民会議
連絡先

〒 114-0024　東京都北区西ヶ原 3-66-9
ピーコックビル１Fアーク印刷（株）内
及川　佐（携帯 090-4818-7709）
email　jcpd@peace.email.ne.jp


